
自
助
・
共
助
・
公
助
の
三
位
一
体
で
災
害
に
強
い
守
山
を
！

災
害
時
の
備
え

有事の際、避難支援を受けやすくするために「避難行動要支援
者名簿」があります。

自分の状況を地域の人に知ってもらうことが第一歩です

　
災
害
が
発
生
し
た
時
は
、
初
動
対
応
が
被
害
の
大
き

さ
や
そ
の
後
の
応
急
対
策
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
市
で
は「
災
害
時
に
お
け
る
守
山
市
職
員
初
動
体

制
」に
基
づ
き
初
動
対
応
を
行
い
ま
す
。今
回
、地
区
会

館
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
が
初
動
対
応
を
迅
速
か
つ
的
確

に
行
え
る
よ
う「
フ
ァ
ー
ス
ト
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス
」

を
作
成
し
て
各
地
区
会
館
に
整
備
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
避
難
所
開
設
担
当
職
員
が
、
避
難
所
を
速
や

か
に
開
設
す
る
と
と
も
に
開
設
後
の
避
難
者
対
応
な
ど

が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
、「
避
難
所
開
設
キ
ッ
ト
」

を
作
成
し
、
防
災
の
拠
点
と
な
る
市
役
所
、
防
災
セ
ン

タ
ー
、
各
地
区
会
館
に
整
備
し
ま
し
た
。

・
非
常
持
ち
出
し
袋
な
ど
の
準
備

　

�　
常
備
薬
や
必
要
な
介
護
用
品
な
ど
、災
害
発
生
時

に
必
要
な
も
の
を
準
備
し
、ベッ
ド
付
近
な
ど
、す
ぐ

に
持
ち
出
せ
る
場
所
に
配
置
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

・
家
族
や
支
援
者
と
一
緒
に
避
難
場
所
な
ど
の
確
認

　

�　
「
守
山
市
防
災
マ
ッ
プ
」な
ど
を
確
認
し
、自
宅
か

ら
一
時
避
難
場
所
や
避
難
所
ま
で
の
経
路
や
、家
族

の
避
難
場
所
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

・
情
報
を
得
る
手
段
の
確
保

　

�　
災
害
情
報（
避
難
勧
告
な
ど
）や
、気
象
情
報
、地

震
情
報
な
ど
、自
身
や
家
族
の
命
に
か
か
わ
る
情
報

を
い
ち
早
く
得
る
手
段
を
確
保
し
ま
し
ょ
う
。

　

�

市
で
は
、「
安
全
・
安
心
メ
ー
ル
」の
登
録
を
推す

い
奨し

ょ
う

し
て
い
ま
す
。

特殊詐欺の街頭啓発

安全・安心メールの登録方法
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福
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・�避難するときに誰かの助けがほしい。
・�1人で避難することが大変なことを知ってほしい。
・�避難するときは声を掛けてほしい（情報がほしい）。
　そんな不安のある人は、災害発生時などに備え、「避難行動要支援者名簿」を地域の支援者
　へ提供することに同意しましょう。

　
日
常
的
に
配
慮
が
必
要
な
高
齢
者

や
障
害
者
の
中
で
、
特
に
支
援
が
必

要
な「
避
難
行
動
要
支
援
者
」の
避
難

支
援
を
、
自
治
会
な
ど
を
中
心
に
、

地
域
の
皆
さ
ま
に
実
施
し
て
い
た
だ

く
た
め「
守
山
市
避
難
行
動
要
支
援

者
支
援
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
平
成

30
年
改
訂
）の
概
要
版
を
作
成
し
ま

し
た
。
地
域
に
応
じ
た
支
援
体
制
構

築
の
た
め
の
参
考
と
し
て
く
だ
さ

い
。

　
近
年
は
地
震
や
台
風
な
ど
が
各
地

で
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。
災

害
時
な
ど
に
迅
速
な
支
援
を
行
う
た

め
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
自
治
会
な
ど
の
研
修
や
話
し
合
い

に
活
用
し
た
い
な
ど
の
ご
要
望
は
危

機
管
理
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ご
近
所
支
援��������������

マ
ニ
ュ
ア
ル
を������������

活
用
し
ま
し
ょ
う

改
元
を
悪
用
し
た

詐
欺
に
注
意

有
事
に
備
え
て
し
っ
か
り　

準
備
し
て
お
こ
う

迅
速
な
初
動
活
動
の
た
め
地
区

会
館
に「
フ
ァ
ー
ス
ト
ミ
ッ

シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス
」「
避
難
所
開

設
キ
ッ
ト
」を
整
備

▲避難所開設キット

▲ファーストミッションボックス

　
全
国
的
に
改
元
に
便
乗
し
た
詐

欺
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　
「
元
号
が
変
わ
る
の
で
、キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
新
し
く
す
る
必
要

が
あ
る
」な
ど
と
電
話
で
説
明
さ

れ
、
そ
れ
を
信
じ
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
渡
し
て
し
ま
い
、
現
金

を
引
き
出
さ
れ
る
被
害
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な

手
口
で
、
改
元
を
悪
用
し
た
詐
欺

が
続
く
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
相
手
が
誰
で
あ
っ
て
も
、
改
元

な
ど
を
理
由
に
、
い
き
な
り
電
話

や
メ
ー
ル
で
、
現
金
や
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
要
求
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
電
話

や
不
審
な
手
紙
が
届
い
た
ら
、
す

ぐ
に
信
用
せ
ず
に
詐
欺
と
疑
い
、

守
山
警
察
署〔
☎　（
５
８
３
）０
１

１
０
〕に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

共
助

共
助

自
助

自
助

公
助

共
助

自
助

〈登録前にご確認ください〉
●�迷惑メールを設定している場合は、事前に「sg-m.jp」のドメ
インから受信を許可する設定にしてください。
●�パソコンから登録する場合は、パソコン用登録画面アドレ
スからご登録ください。

〔登録画面アドレス〕
https://service.sugumail.com/moriyama/member/

カメラ機能付き携帯電話で
右のＱＲコードを読み取り、
サイトに接続後、手順に従っ
て登録をしてください。
下記メールアドレスに空メールを送り、
返信されたメールに記載されている手
順に従って登録をしてください。

t-moriyama@sg-m.jp

登録
方法

登録
方法

1

2

「避難行動要支援者」の対象要件と、同意確認の方法は以下のとおりです。
対象となる要件 方式 同意する場合 同意しない場合

身体障害者手帳の交付を受け、等級が1～3
級の人 不同意方式

特に手続きは必要あ
りません。
※不同意の意志を示
さなければ同意とな
ります。

地域へ情報提供した
くない場合は、「不同
意届出書」を提出し
てください。

介護保険法において要介護3～５の認定を受
けている人

同意方式

地域へ情報提供して
もよい、またはした
い場合は、「同意届出
書」を提出してくだ
さい。 特に手続きは必要あ

りません。

６５歳以上の人だけで構成される世帯のうち、
次のいずれかに該当する人

（1）介護保険法において、要介護1、2の認定
を受けている人

（2）介護保険法において、要支援1、2の認定
を受けている人

（3）総合事業の事業対象者
75歳以上の人だけで構成される世帯の人
療育手帳の交付を受けている人
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
る人
上記には該当しないが、自ら避難することが
困難であり、特に支援を要する人で、避難時
などに支援を受けたい人

自己申告
方式

地域へ情報提供したい
場合は、「掲載申請書」
を提出してください。

（社会福祉施設入所者や長期入院患者な
どの人は施設管理者の対応となります）

※1

※2

※3

人

※�1�新たに障害者手帳の交付や要介護認定を受けた場合は、後日、市より申請書を送付します。該当するはずだが、申
請書が届かない場合は、健康福祉政策課までお問い合わせください。

※�2�同意した場合は名簿情報が地域の避難支援等関係者（自主防災組織を含む自治会、民生委員・児童委員、警察、消
防）へ提供され、平常時の見守り活動への活用や、災害発生時のスムーズな安否確認や避難支援などに活用されます。

※�３�同意することにより、確実な救助を保証するものではありません。スムーズな安否確認や避難支援を受けられやす
くするための備えの一つであると考えてください。
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